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未査定液体物質の査定に係る実施要綱等の改正について（通知） 
 
 
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）第９条

の６第３項の規定に基づき環境大臣が行う未査定液体物質の査定に関しては、「未

査定液体物質の査定の実施について」（平成１８年１２月２７日付環地保発第０６

１２２７００３号）及び「未査定液体物質の査定に係る留意事項について」（平成

１８年１２月２７日付環地保発第０６１２２７００４号）において、「未査定液体

物質の査定に係る実施要綱」（平成１８年１２月２７日付環境省地球環境局環境

保全対策課）が示されているところです。 
今般、当該実施要綱及び当該要綱の別紙２「未査定液体物質ガイドライン」を

別添のとおり改正したため、査定が円滑に行われるよう会員への周知をお願いし

ます。 
なお、「未査定液体物質の査定に係る実施要綱」（平成１８年１２月２７日付環

境省地球環境局環境保全対策課）については、平成２９年３月３１日をもって廃

止します。 
 


